
放課後キッズクラブについて



• 児童の土曜日と三季休業期の居場所として、児童
会は継続しつつ、新たにすべての児童を対象とし
た放課後子ども教室（登録制・無償）を開設する
ものです。

• 「時間」「空間」「仲間」のいわゆる３間を充実
させ、すべての児童が土曜日と三季休業期を安全
安心に過ごし、多様で自主的な活動に参加できる
環境整備を図るため、令和３年４月から新たに取
り組むもので、導入校に在籍する児童（４月に入
学する児童を含みます）なら誰でも参加可能な事
業です。

放課後キッズクラブについて



• 導入校

川越、津田小学校・・市直営

山田、蹉跎小学校・・民間活力を活用

• 期間

令和3年4月1日～令和5年3月31日

• 「留守家庭児童会」と新たに実施する「放課後子
ども教室」の運営を核として、放課後自習教室や
枚方子どもいきいき広場と連携・協働して実施し
ます。

導入校及び期間等について



学 校

放課後キッズクラブ

留守家庭児童会

放課後自習教室 いきいき広場

放課後子ども教室

総合的に

２事業（児童会・子ども教室）を１つの実施主体が運営を行います

連携・協働



児童会と子ども教室の運営について

運営
スタッフ

「児童会」と「子ども教室」の２事業を
１つの実施主体（児童会職員又は、事業
者）が運営を行います。

２事業を職員が兼務することで、総合的
かつ効率的に運営します。

活動場所

児童会専用室、子ども教室専用室（余裕
教室等を活用）をそれぞれの活動拠点と
し、ニーズに応じて図書室、校庭、体育
館も利用します。



目指すべき姿

児童会室に通う児童と通っていない児
童が、安全安心な環境で、一緒に遊ぶ
ことができるよう取り組みます。

２事業を兼務することにより、児童一
人ひとりに対してよりきめ細やかな対
応に取り組みます。

総合的に運営することで、学校との窓
口の１本化が図られ、児童の居場所の
把握など、より安全安心な環境の構築
に努めます。



留守家庭児童会室 放課後子ども教室

設置場所
児童会専用室や、学校建物内の
余裕教室等を活用

学校建物内の余裕教室等を活用

開室日 平日・三季休業期 土曜日・三季休業期

開室時間

①平日…13時15分～18時
(延長保育は19時まで)

②三季休業期…8時～19時
③土曜日の臨時開室…8時～18時

①土曜日…9時～17時
※いきいき広場実施時間帯を除く
②三季休業期…9時～17時

利用料

有料
保育料:月額7,200円/人
延長保育料：月額1,000円/人
※減免措置あり

無料

対象
入室要件あり
保護者の就労や病気等により、
放課後に保育を必要とする児童

入室要件なし
全児童対象

おやつ あり（有料） なし

留守家庭児童会室と放課後子ども教室の比較



留守家庭児童会室
保護者の就労や病気等により、保育を必要とする児童
に放課後に適切な遊び及び生活の場を提供しています。

・平日 13時15分～19時

・三季休業期等 ８時～19時

・児童会専用室や余裕教室等を活用



放課後子ども教室

児童の自由で自主的な遊び等の見守りを中心とする全
児童を対象とした事業

・土曜日 ９時～17時(いきいき広場実施時間を除く)

・三季休業期等 ９時～17時

・余裕教室等を活用（予定）

◆土曜日の運営イメージ（三季休業期の土曜日を含む）

「いきいき広場」を実施しない
日は、「子ども教室」を実施



枚方子どもいきいき広場
これからの時代を生きる子どもの「生きる力」を育ん
でいくことを目的として地域団体等が実施

・土曜日等

・運動場、体育館、図書室等を活用



川越小 放課後キッズクラブ設置予定場所

正門

管
理
棟

運動場
倉庫 教

室
棟

子ども教室
この棟の１階教室を活用



津田小 放課後キッズクラブ設置予定場所

児
童
会
室

運動場

体育館

子ども教室
この棟の3階教室を活用

教室棟

教室棟

正門

プール

管理棟



山田小 放課後キッズクラブ設置予定場所

子ども教室・児童会は、
この棟の3階教室を活用

運動場

管理棟 体育館
教室棟

教室棟

プール

農具倉庫

クラブハウス

元山田幼稚園

教室棟



蹉跎小 放課後キッズクラブ設置予定場所

子ども教室
この棟の3階教室を活用

運動場

体育館

教室棟

教室棟
体育倉庫

管理棟


